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（午前９時 28 分　開議） 

○委員長（板橋真弓君）市道路線の認定案件

につきましては、事前に動画でご確認いただ

いていると思いますが、質疑の際は、会議録

や委員会の録画配信の都合上、「動画の何分

何秒の箇所」といった質問の仕方ではなく、

道路の場所や形状等について具体的に質問

していただくようにお願いします。 

○委員長（板橋真弓君）ただ今の出席委員は

９人で全員であります。 

　これより文教厚生建設委員会を開会いた

します。 

　本日の審査・協議事項は、９月 11日の本会

議において本委員会に付託された議案第 10

号および議案第 16 号のほか、お手元に配付

の各事項について　であります。 

　それでは、これより審査に入ります。 

 

○委員長（板橋真弓君）議案第 10号　橋本市

立文教施設利用に関する条例等の一部を改

正する条例について　を議題といたします。 

　本案について当局より説明を求めます。 

　生涯学習課長。 

○生涯学習課長（長谷川典史君）皆さま、お

はようございます。どうぞよろしくお願いし

ます。それでは、橋本市立文教施設利用に関

する条例等の一部を改正する条例について　

ご説明させていただきます。失礼ですが、座

って説明いたします。 

　まず、別紙の説明資料のほうをご覧くださ

い。今回の条例改正についてですが、令和３

年度に公の施設の使用料の見直しを行なっ

た際に、使用料の減免の対象者を縮小すると

いうことを行いましたが、社会教育関係団体

  

１　議案第 10 号　橋本市立文教施設利用に

関する条例等の一部を改正する条例に

ついて 

と公民館登録サークルに対しましては、激変

緩和措置という形で、特例的な使用料額を別

途適用することとしておりました。資料の一

番下に小さな表を付けておりますが、現在は、

こうした割安な使用料を経過措置として適

用しております。 

　この激変緩和措置につきましては、令和８

年９月 30 日までとしていましたが、それ以

降の措置については、使用料全体の見直しと

併せて再度検討を行うということとなって

おります。このような経緯の中で、もともと

令和８年度を使用料全体の見直し時期とし

ておりましたが、コロナ禍での社会全体の活

動自粛の影響によりまして、一時的に適切な

コストを算出することが困難な時期が生じ

た関係で、使用料の見直し自体を２年延長し

て、令和 10 年度に見直すということで進め

たいと考えております。このため、激変緩和

措置の見直しのほうも、これと合わせて２年

間延長する必要がありますので、現在適用さ

れている激変緩和措置の期限を、令和８年９

月から令和 10 年９月に変更するという条例

改正を行うものになります。 

　なお、以上の説明内容につきましては、昨

年の 12 月市議会　総務経済委員会におきま

しても同様のご報告を既に行なっていると

ころです。参考に資料を添付しております。 

　改正する具体的な条例につきましては、下

の表に記載しておりますとおり、橋本市立文

教施設利用に関する条例と、橋本市立社会体

育施設設置及び管理条例と、橋本市都市公園

条例の３つとなっておりまして、対象となる

施設も表に記載のとおりとなります。 

　それでは、本条例改正案の新旧対照表をご

説明いたします。各条例の改正内容について

は、どれも同じ内容ですので、一括での説明

となります。そして、ただ今、ご説明させて

いただきましたとおり、３つの条例に規定さ

れた激変緩和措置の期限に関する部分を、そ
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れぞれ令和８年９月30日から令和10年９月

30日に改めるものとなっております。 

　説明は以上となります。 

○委員長（板橋真弓君）説明が終わりました。 

　これより質疑を行います。質疑ありません

か。 

　岡本副委員長。 

○副委員長（岡本喜好君）おはようございま

す。使用料は算定できないっていうことがわ

かったんですけども。そもそも、この激変緩

和措置で 1,000 円未満は 300 円、1,000 円以

上、8,000 円未満は 500 円、8,000 円以上は

1,000 円っていうことに設定をしている、そ

の根拠っていうのを教えていただけますで

しょうか。 

○委員長（板橋真弓君）財政課長。 

○財政課長（三嶋信史君）おはようございま

す。今、300 円、500 円、1,000 円と設定した

っていう根拠なんですけども。こちら、そも

そも激変緩和措置を設けたっていう目的と

して、説明にもあったとおり、過去、減免さ

れてきた社会教育活動や生涯学習活動につ

いて、一度に条例どおりの使用料を求めた場

合に、急激な負担増加となって、これまで続

いてきた社会教育などの活動を消してしま

わないと、そういう目的で設けたものになっ

てまして、この金額の設定については、令和

３年度 10 月から条例改正施行されたんです

けども、その前の令和元年、令和２年度にお

いて公民館運営審議会や、それから、文化協

会、社会教育委員や、それから、公民館のサ

ークル、社会教育関係団体など、そういった

関係者の皆さまに市の案をですね、説明して、

さらにその意見聴取も行なっていってです

ね、現状、どれぐらいの金額が適当かってい

うことで、そういう様々議論した結果、決め

た金額となっております。 

○委員長（板橋真弓君）岡本副委員長。 

○副委員長（岡本喜好君）では、何か合議で

決まったっていうことで、何か規則に準じて、

何か半額にしますとか、３割にしますってい

うわけではないということで、よろしいです

か。 

○委員長（板橋真弓君）財政課長。 

○財政課長（三嶋信史君）市からですね、ど

れぐらいの案が適当かということで、案を出

していってですね、活動を継続していくため

に、どれぐらいの負担やったら可能かってい

うご意見などをいただいたうえで決定した

内容となってまして、具体的に何らかの計算

式に基づいて出したっていうわけではあり

ません。合意の下で決定したというものにな

ってます。 

○委員長（板橋真弓君）岡本副委員長。 

○副委員長（岡本喜好君）すみません。今回

の質疑についてはわかったんですけども。今

後の見通しとして、この令和 10 年になった

ときに激変緩和措置を解除するってなった

ら、逆に、今、300 円でいい人が 1,000 円（未

満）払う、500 円の人が最大 8,000 円（未満）

払う、1,000 円の人は 8,000 円（以上）払う

ってなったら、そっちのほうが、要は、激変

になるんで、大体その使用料の半額にすると

か、そういったお考えっていうのは、今後あ

るんでしょうか。 

　それとも、このままずっと激変緩和措置を

続ける予定なのか。どういう考えで、この料

金を設定して負担を強いてるのかを教えて

ください。 

○委員長（板橋真弓君）財政課長。 

○財政課長（三嶋信史君）今回ですね、もと

もと令和８年 10 月で、この激変緩和措置を

終了するという予定だったのを２年間延長

するというのは、コロナの影響で、適正なコ

ストを出すのが難しい時期が含まれてたこ

とによる例外的な措置と考えております。そ

のために２年後ですね、今からいうと３年後

ですか、３年後の令和 10 年 10 月には、適正
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な負担割合を算出して、使用料っていうもの

自体のですね、見直しと、それから、激変緩

和終わった後に、社会教育関係団体や地区公

民館登録サークルに負担をお願いする内容

っていうのを、早い段階でですね、市として

案を作りまして、周知していかなければいけ

ないと。それをしっかり理解していただくよ

うに、関係者や利用者の皆さんに説明を行な

って理解を求めていかなければならないと

考えてますんで。今、副委員長おっしゃった

内容っていうのを、できるだけ早い段階でで

すね、少なくとも令和８年度のうちに、市と

して内容を固めて周知していって、その内容

で理解を求めていきたいと、負担を増やす場

合は理解を求めていきたいと考えてます。 

○委員長（板橋真弓君）岡本副委員長。 

○副委員長（岡本喜好君）いや、いや、その

内容は皆さんと考えていくんですはいいん

だけども。市の考え方を、まず、激変緩和措

置を続けるのか、それとも半額ぐらいまでの

負担を強いていくのか、使用料というのは、

これから上がっていくわけです、多分。おそ

らくね。だから、その使用料を減免なしで、

もう５類になってるし、コロナも。もう全額

払ってもらうんですっていうスタンスなの

か、緩和措置は続けるけど５割やってもらう、

もしくは、この１割とか８分の１ぐらいの額

面で、そのまま引き続き続けていくのかって

いう、その方針を聞かせていただきたい。お

考えだけでも、方向だけでも。 

○委員長（板橋真弓君）財政課長。 

○財政課長（三嶋信史君）令和３年 10月に減

免制度見直してですね、減免自体はですね、

相当程度減ってまして、金額で言ったら、減

免額が年間で大体 1,200 万ぐらいですかね。

減ってる。減ってると。令和元年度で 4,500

万、4,700 万ぐらいやったかな。4,700 万円ぐ

らいやったのが、3,500 万ぐらいまで減免額

が減ってると。代わりに、使用料自体は、年

間大体 800 万ぐらいですね、増えてるという

状況になってます。そのうち 380 万ぐらいで

すね、激変緩和措置による収入ということに

なってまして、それで、じゃあ例えば、利用

料、利用率か、利用件数どれぐらい変わって

るかって言ったら、施設によってばらつきは

あるんですけど、激変緩和措置の対象となっ

たところ、公民館とかで言いましたら、大体

１割弱ぐらいですね、利用数自体は減ってい

ます。それは一部ですね、激変緩和措置によ

って、これまで無料で使えたところが費用か

かるようになったっていうところも影響し

てるんかなっていうのを考えられるんです

けど、そういった内容を踏まえて、一方では、

コストっていうのが、やっぱり年々増えとっ

て、大体、前回見直したときと直近で見たら、

維持管理に係る経費って３年、４年経って２

割ぐらい増えてるという現状もあります。そ

ういった維持管理に係る費用をできるだけ

負担割合の中で求めてる、求めていくと。だ

から、必要な負担をお願いしていくっていう

のが一方であります。もう一方で、利用率が

若干減ってる。ただまあ、維持してるってい

う現状を、激減させる、火を消してしまわな

いっていうことも、やっぱり必要なところで

すんで、負担っていうのは求めていかなけれ

ばならないと考えてます。考えているんです

けども、どの程度まで負担を求めるかってい

うのは、これから検討していきたいと、この

ように考えてます。 

○委員長（板橋真弓君）岡本副委員長。 

○副委員長（岡本喜好君）検討してくれたら

いいんですけども。この緩和措置の対象にな

ってんのは、教育関係団体とか登録サークル

なんで、これって規約があって、サークルだ

と３人以上おらないかんよとか、社会教育関

係団体でも生徒さんが何人ぐらいいるよっ

ていうのが多分あるはずなので、それをね、

会場あたり１回 1,000円とか500円だったら、
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サークルなんか絶対３人以上おらないかん

ってなると、１人あたり 170 円なわけですよ。

じゃあ、その 170 円が、500 円払われへんと

か、一回あたりを。いや、そんな、そこまで

生活窮々な人って、こんなサークルそもそも

できへんでしょっていう話なんですよ。だか

ら、ほかの民間よりは当然安くていいんです

よ、市民なので。ただ、３時間とか４時間、

５時間を、１団体 500 円で借りれるっていう

こと自体が、これは何か、僕は、客観的に言

うと不当に安い値段でね、貸しているような

ね、感じも受ける中で、公民館自体が運営の

３割を収入で賄うみたいなものをクリアで

きてるんであればいいんですけど、できてな

いっていうふうなこともお伺いしてるので、

だから、維持費の３割は絶対これで賄うんだ

っていうようなコンセプトの中で、どんなけ

負担を応分にやっていただくかっていうこ

とを、しっかりエビデンス持ってやっていた

だければ、僕は、それでいいかなと思うので、

今後しっかり協議を、調査していただければ

と思います。 

　以上で結構です。 

○委員長（板橋真弓君）答弁いいですか。 

　ほかにありませんか。 

　阪本委員。 

○委員（阪本久代君）おはようございます。

今のご答弁聞いてて、ちょっと私、聞き逃し

たんやと思うんやけどね。この、いつといつ

と比べて使用者が減ったのかっていうのが

よくわかんなかったんです。そもそもコロナ、

私もサークルしてますけど、コロナのときは

回数減らしたりとか、また使用する部屋が人

数に応じて変わったりとかで、だいぶ使えな

くなったと思うんです。そのときと、そのと

きが入ってるから、計算できないからってい

うことで２年間延長したっていうふうに理

解してたんだけれども、今さっきの答弁では、

いつといつを比べて減ったのか、増えたのか

っていうのが、そこがちょっとよくわからな

かったので、その辺だけもう一度お願いしま

す。 

○委員長（板橋真弓君）財政課長。 

○財政課長（三嶋信史君）先ほど、その金額

や件数のことにつきましては、コロナ前の令

和元年度と、それから、昨年度ですね、令和

６年度の比較となっています。 

○委員長（板橋真弓君）阪本委員。 

○委員（阪本久代君）令和６年度は、かなり

もうコロナの影響ってなくなってきてると

思うんですけれども。そうしましたら、まだ、

何て言うか、使用者数とか、そういうのは、

戻ってきてないところもあるということで

しょうか。 

○委員長（板橋真弓君）財政課長。 

○財政課長（三嶋信史君）令和３年度 10月か

ら見直した対象施設全体で言いましたら、件

数や人数については、大体、令和元年度が 12

万件ほど、件数・人数に対して、令和６年度

が約 11 万ほどってなってますんで、割合に

すると大体８％ぐらいですかね。１割弱ほど

は件数としては減ってると。 

　ただまあ、この中にはおっきく減ってると

ころとしては、例えば、運動公園のプールが

3,000 人以上減ってたり、神野々グラウンド

ゴルフっていうところも件数が減ってたり、

2,600 件ぐらいですかね、件数減ってたりし

ますんで、おっきく減ったところとしては、

今、申し上げたところがおっきく減ってます。 

○委員長（板橋真弓君）阪本委員。 

○委員（阪本久代君）わかりました。先ほど

からのご答弁でしたら、何て言うかな、使用

料そのものを見直すと、維持費も増えてきて

るのでっていうことで、それがどのようにな

るのかっていうのはわからないんですけど

も。基本的には、私は、今、減免の対象にな

ってるところは、できれば、今の激変緩和の

前の無料でね、使用できるようにするのが一
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番いいとは思ってるんですけれども、サーク

ル活動にしたって、いろいろな運動とか文化

活動にしたって、やっぱり市が、やっぱり音

頭取って、音頭取ってって言うか、どんどん

進めていくべきものだと思うので、そのほう

がいいと思うんですけれども。そこはいろい

ろ考え方はあると思うんですが、でも、でき

るだけたくさんの方が参加できるような形、

お金があるないかかわらず参加できるよう

な形に持っていくっていうのが本来ではな

いかと思うので、意見と要望だけで終わりま

す。 

○委員長（板橋真弓君）ほかにありませんか。 

　南出委員。 

○委員（南出昌彦君）こういう利用料の話に

なると、すぐに受益者負担とか、そういう話

になると思うんですけど。阪本議員もおっし

ゃってくれたように、この、コロナ禍という

ところで、情勢が見れなかったということも

含めて、社会情勢もやっぱり当時とも変わっ

てきてると思いますし、また、利用者さんら

の経済情勢も変わってきてると思います。例

えば、年金額が減額されてきたとか、いろん

な意味で、いろいろ変化があったと思います

んで、その辺も含めて、単に利用料というこ

とでなくって、まちづくり全体を考えて、地

域づくり全体を考えた中で住民の方がどう

橋本市で過ごしてもらえるか、そういうこと

も含めた中で利用料の検討をお願いしたい

と思うんですけれども、いかがですか。 

○委員長（板橋真弓君）財政課長。 

○財政課長（三嶋信史君）いろいろこう、物

価高騰であったりとか、そういう生活環境の

変化っていうのもあるっていうのは認識し

てます。ただ、その使用料については、使用

料、手数料等に関する基本方針ということで、

それぞれ施設を分類してですね、負担割合っ

ていうのを、どれだけ求めていくっていうの

を、一旦、立てております。ですので、基本

的には負担割合、求めていくべき負担割合が、

どれぐらいの利用件数であれば、それを満た

すかっていうことを基本にですね、考えて案

をまず作っていくと、そのうえで、また、そ

の案をできるだけ早い段階で、来年度にはで

すね、その案を作って、周知していって説明

して、理解を求めていくと、このように考え

ていますので、よろしくお願いします。 

○委員長（板橋真弓君）ほかにありませんか。 

　岡本副委員長。 

○副委員長（岡本喜好君）市民に事前に結構

周知しなくちゃいけないって聞いたんです

けど。でも、議会通らないと料金って決まら

ないんで、どういう流れですか。来年度、値

段を決めて協議もして、それを来年度に議決

をして、再来年度に、１年間周知期間を設け

て市民にお伝えすると、こういう流れですか

ね。 

○委員長（板橋真弓君）財政課長。 

○財政課長（三嶋信史君）今、想定している

スケジュールとしては、来年度ですね、決算

出た後の７月以降に、まず、原価を算出する

ための調査を行なっていきたいと考えてま

す。その後、暫定案を作成しまして、議会に

は、令和８年 12 月の委員会で、まず、その案

をですね、報告させていただきたいと考えて

ます。その後、市民の方に対して議会に報告

したうえで暫定案っていうものの説明、周知

を図って、令和９年 12 月に周知して固まっ

た案っていうのを、改めて報告したうえで、

令和 10 年３月に改正条例を議会に上程して、

その、令和 10 年 10 月に施行ということで、

現状はスケジュールを考えています。 

○委員長（板橋真弓君）岡本副委員長。 

○副委員長（岡本喜好君）あと一点ですね、

先ほど、昔と比べて使用率が低いから、低迷

してるからっていうご説明やったんですけ

ど、人口自体も、おそらく 10 年経ったら１割

ぐらい減ってるんで、その分加味しないと、
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昔の人口のイメージで、こんなけ利用数があ

るはずだっていうのは幻想に過ぎないので、

そこもしっかり加味して、そして決めていく

と。２年後ですかね、確か、介護保険も上が

る、水道料金も上がっていくっていうときに、

公民館も上がっていくっていう、何か多分、

立て続けに、この料金の値上げっていうのが

重なってくるので、その辺も含めて総合的に

市民の負担をどうやって考えていくかって

のは、考えていただければなと思いますので。 

　以上です。 

○委員長（板橋真弓君）ほかにありませんか。 

　土井委員。 

○委員（土井裕美子君）今、大体のスケジュ

ールを言われたんですが、これ、そのスケジ

ュールっていうのは、これ参考資料のとこに

何で、どうして載せなかったのかなと思うん

です。書いてある。ごめん。ごめん。そした

ら、そうか、総務で言うてくれたんやね。す

みません。 

　ほな、そしたら、これ最初に、この、昔で

すね、出たときに、とても市民の方から突然

に出てきたことだしっていうことで、ワーっ

て盛り上がったっていうか、いろんな問題が

あったんですけれども。多分、喉元過ぎれば

なんとやらで、多分、この激変緩和措置が、

この年で切れるっていうのが、多分、市民の

皆さんあんまり覚えてらっしゃらないって

いうか、忘れてる方もいらっしゃると思うん

ですが。これが議会で通ってないんで、何と

も言えませんが、この条例が通ったら、この

説明をまた市民の人にしないといけないと

思うんです。だから、そのときに、次の改正

に至るスケジュールまできっちりと市民の

人に説明を、説明って言うか、何らかの形で

公表される予定があるのでしょうかってい

うことが、ちょっとお聞かせいただきたいん

ですけども、その辺はいかがですか。 

○委員長（板橋真弓君）生涯学習課長。 

○生涯学習課長（長谷川典史君）おっしゃる

ように、激変緩和っていうの、本当にもう意

識されてる方ちょっとだんだん少なくなっ

てるかもしれませんので、そういったですね、

期間が変わるという、まず、その周知はさせ

ていただく必要があると思います。同時に、

じゃあ２年後には、また、そういう見直しが

あるんだよっていうことも意識いただける

ような、そういう周知になるかと思います。 

○委員長（板橋真弓君）ほかにありませんか。 

　南出委員。 

○委員（南出昌彦君）要望なんですけども。

先ほども話ししましたけども、今まあ、答弁

とかを聞いていますと、生涯学習課長である

とか、財政課長であるとか、中心に答弁いた

だいてるんですけど、先ほど、どなたかもお

っしゃってくれましたように、ほんまに水道

料金が上がるとか、いろんなことに変化が生

じてくる時期でもありますので、多様な行政

部局、いろんな部局の意見を取りまとめてい

ただいて、この料金の案も決めていただきた

いというふうに思います。 

　要望です。以上です。 

○委員長（板橋真弓君）ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

○委員長（板橋真弓君）ありませんので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

　これより討論に入ります。討論する方あり

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

○委員長（板橋真弓君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

　これより、議案第 10 号　橋本市立文教施

設利用に関する条例等の一部を改正する条

例について　を採決いたします。 

　本案は、原案のとおり可決すべきものと決

することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり。） 

○委員長（板橋真弓君）ご異議がありません
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ので、本案は、原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 

○委員長（板橋真弓君）次に、議案第 16 号　

市道路線の認定について　を議題といたし

ます。本案について当局より説明を求めます。 

　都市整備課長。 

○都市整備課長（茶原正人君）改めまして、

皆さん、おはようございます。本日は、市道

４路線の認定についてご説明いたします。 

　議案第 16 号　市道路線の認定について　

議案書 68 ページ、認定路線調書 69 ページ、

参考資料２ページから９ページになります。

路線番号 27148　路線名称は、伏原 76 号線

と、路線番号 27149　路線名称は、伏原 77号

線、並びに、路線番号 27150　路線名称は、

伏原 78 号線、さらに路線番号 1840　路線名

称は、小林２号線の４路線で、認定延長及び

幅員は認定路線調書のとおりです。 

　まず、伏原 76 号線、77 号線、78号線につ

いては、今回、株式会社幸福建設が宅地造成

工事に伴い設置した道路と隣接して、平成９

年に株式会社みますホームが宅地造成工事

に伴い設置した道路です。 

　小林２号線については、丸石木材住宅株式

会社が宅地造成工事に伴い設置した道路で

す。 

　以上、市道路線の認定認定４路線について、

議会の議決を求めるものです。ご審議のほど

よろしくお願いいたします。 

○委員長（板橋真弓君）説明が終わりました。 

　これより質疑に入ります。質疑ありません

か。 

　岡本副委員長。 

○副委員長（岡本喜好君）すみません。教え

てください。76号線のですね、一番最初の動

  

２　議案第 16号　市道路線の認定について 

画に載ってたやつなんですけど。かなり、平

成９年に着工されたものが、今になって申請

が来たっていうことなんでしょうか。これっ

ていうのは、何かもう補修とか、だいぶ経年、

もう 20、30 年近く経ってるんですかね。道路

の状態と何か補修の必要の有無とかいうの

は、新しい新道と比べて遜色ない程度の強度

とか状態を保ってるのかだけ教えてくださ

い。 

○委員長（板橋真弓君）都市整備課長。 

○都市整備課長（茶原正人君）このですね、

76 号線の起点からですね、約 67ｍ程度にな

るんですけれども、その部分につきましては、

平成９年に、みますホームさんが造成工事に

伴って設置しております。その当時ですね、

通り抜けができない道路で、奥に工場があり

まして、そこにぶち当たる形で計画されてお

りまして、幅員等はあったんですけども、通

り抜けできてない道路ということで、認定外

道路ということでありました。今回ですね、

周辺の工場を解体しまして、計画するにあた

ってですね、通り抜けできるほうが便利であ

るとかいうようなこともありまして、協議さ

せてもらって、市道路線の認定に至っており

ます。 

　道路の状況としましては、古いのは古いん

で、格別新しく綺麗なんかっていうようなと

ころではないんですけども、用地につきまし

ては、橋本市の道路となっておりますので、

今後、併せてですね、悪くなればですね、改

修していく対象になるんかなというふうに

思っております。今回ですね、その部分に関

しては、特に問題ないかなという判断で、現

状のまま市道路線認定させていただいてお

ります。 

　以上です。 

○委員長（板橋真弓君）ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

○委員長（板橋真弓君）ありませんので、こ
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れをもって質疑を終結いたします。 

　これより討論に入ります。討論する方あり

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

○委員長（板橋真弓君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

　これより、議案第 16 号　市道路線の認定

について　を採決いたします。 

　本案は、原案のとおり可決すべきものと決

することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり。） 

○委員長（板橋真弓君）ご異議がありません

ので、本案は、原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

　以上で、本委員会に付託された案件の審査

は終わりました。 

　なお、委員長報告の作成については、私と

副委員長に一任願いたいと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり。） 

○委員長（板橋真弓君）ご異議がありません

ので、私と副委員長において作成いたします。 

 

○委員長（板橋真弓君）次に、（仮称）橋本市

新しい学校づくり推進計画（案）に関する所

管事務調査についてですが、まず、調査の理

由、目的については、（仮称）橋本市新しい学

  

３　所管事務調査（（仮称）橋本市新しい学

校づくり推進計画（案）について） 

校づくり推進計画（案）における１．重点目

標達成への施策、２．不登校児童生徒への支

援、３．学校の再編について、調査・研究し、

市の教育及び教育環境の充実につなげるべ

く、提言を行うことです。 

　なお、本調査に関しては、まず、全員協議

会で議員全員に対して説明いたしたいと当

局から申し入れがありましたので、本日、こ

の場では報告を受けず、全員協議会での報告

を受けたのち、委員会としての調査・研究を

行っていきたいと考えます。全員協議会での

説明の後、閉会中も引き続き委員会として所

管事務調査を行なっていくことについて、お

諮りしたいと思います。 

　お諮りいたします。 

　（仮称）橋本市新しい学校づくり推進計画

（案）について　は、調査を継続することに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり。） 

○委員長（板橋真弓君）ご異議なしと認めま

す。 

　よって、本件の調査は継続することに決し

ました。 

　委員長より申し上げます。 

　（仮称）橋本市新しい学校づくり推進計画

（案）について　の所管事務調査は、継続調

査とすることが可決されましたので、本委員

会において、会議規則第 111 条の規定に基づ

き、本件について閉会中の継続調査の申し出

を行うことといたします。

 


